
 知多市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月２６日 

                        知多市長 宮 島 壽 男  

知多市規則第１号 

 

   知多市行政組織規則の一部を改正する規則 

 

 知多市行政組織規則（平成２７年知多市規則第３号）の一部を別紙のとおり改正

する。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 



－ １ － 

 

別紙 

（下線部分は改正箇所） 

改正後 改正前 

（課及び室の設置） （課及び室の設置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

  部 課 

総務部 総務課 財政課 施設マネジメント課 税務課 収納

課 防災危機管理課 

企画部 企画政策課 デジタル推進課 秘書広報課 職員課 

市民協働課 市民窓口課 

（略） （略） 
 

部 課 

総務部 総務課 財政課 税務課 収納課 防災危機管理課 

市民窓口課 

企画部 企画情報課 秘書広報課 職員課 市民協働課 

 

（略） （略） 
 

２ 施設マネジメント課に新庁舎整備室を置く。 ２ 総務課に新庁舎建設室を置く。 

（分掌事務） （分掌事務） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前条第２項に規定する新庁舎整備室の分掌事務は、別表第２のとお

りとする。 

２ 前条第２項に規定する新庁舎建設室の分掌事務は、別表第２のとお

りとする。 

（課に属する機関の設置） （課に属する機関の設置） 

第４条 （略） 第４条 （略） 



－ ２ － 

 

改正後 改正前 

課 課に属する機関 

市民協働課から商

工振興課まで 

（略） 

（削る） （削る） 
 

課 課に属する機関 

市民協働課から商

工振興課まで 

（略） 

緑と花の推進課 公園管理事務所 
 

（削る） ２ 前項に規定する公園管理事務所の位置は、知多市金沢字石根１番地

とする。 

（課に属する機関の職） （課に属する機関の職） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

機関 職 

まちづくりセンター（第４条第１項の表

の市民協働課に属する期間をいう。以下

同じ。）から消費生活センターまで  

（略） 

（削る） （削る） 
 

機関 職 

まちづくりセンター（第４条第１項の表

の市民協働課に属する期間をいう。以下

同じ。）から消費生活センターまで  

（略） 

公園管理事務所 所長 
 

２ （略） ２ （略） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

部 課 分掌事務 

総 総務課 （略） 

部 課 分掌事務 

総 総務課 （略） 



－ ３ － 

 

改正後 改正前 

務

部 

財政課 第１号から第８号まで （略） 

第９号から第１１号まで （削る） 

 

 

 

施設マネジ

メント課 

(1) 公共施設の総合調整に関すること。 

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 

(3) 市有財産（物品、債権、基金及び出資に関する権

利を除く。）の総括及び保険契約に関すること。 

(4) 市有建築物（都市整備部所管施設を除く。）に係

る建築及び営繕に関すること。 

税務課 （略） 

収納課 第１号から第４号まで （略） 

（削る） 

 

防災危機管

理課 

（略） 

務

部 

財政課 第１号から第８号まで （略） 

(9) 公共施設の総合調整に関すること。 

(10) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 

(11) 市有財産（物品、債権、基金及び出資に関する権

利を除く。）の総括及び保険契約に関すること。 

（新設） （新設） 

 

 

 

 

 

税務課 （略） 

収納課 第１号から第４号まで （略） 

(5) し尿くみ取り手数料及び市営住宅使用料の滞納繰 

越分に関すること。 

防災危機管

理課 

（略） 



－ ４ － 

 

改正後 改正前 

 （削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民窓口課 (1) 住民基本台帳に関すること。 

(2) 戸籍に関すること。 

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。 

(4) 在留管理制度及び特別永住者の制度に基づく届出 

等に関すること。 

(5) 犯罪人、成年被後見人、被保佐人及び破産者の名 

簿に関すること。 

(6) 人口動態調査及び人口動向調査に関すること。 

(7) 市税、身分その他の証明に関すること。 

(8) 埋火葬の許可に関すること。 

(9) 自動車の臨時運行許可に関すること。 

(10) 庁舎案内に関すること。 

(11) 市民相談に関すること。 

(12) 人権擁護委員及び行政相談委員に関すること。 

(13) 一般旅券に関すること。 

(14) 個人番号の通知及び個人番号カードの交付に関す 

ること。 



－ ５ － 

 

改正後 改正前 

企

画

部 

企画政策課 第１号から第６号まで （略） 

第７号から第１０号まで （削る） 

 

 

 

 

 

デジタル推

進課 

(1) 情報施策の企画、総合調整及び推進に関するこ

と。 

(2) デジタル化による業務改善に関すること。 

(3) 電子計算機及び情報ネットワークの運用及び管理 

に関すること。 

(4) 情報処理システムの調査研究、導入及び管理に関 

すること。 

(5) 情報セキュリティ対策に関すること。 

秘書広報課

から市民協

（略） 

企

画

部 

企画情報課 第１号から第６号まで （略） 

(7) 情報施策の企画及び調整に関すること。 

(8) 電子計算機及び情報ネットワークの運用及び管理 

に関すること。 

(9) 情報処理システムの調査研究、導入及び管理に関 

すること。 

(10) 情報セキュリティ対策に関すること。 

（新設） （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

秘書広報課

から市民協

（略） 



－ ６ － 

 

改正後 改正前 

働課まで 

市民窓口課 (1) 住民基本台帳に関すること。 

(2) 戸籍に関すること。 

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。 

(4) 在留管理制度及び特別永住者の制度に基づく届出等 

に関すること。 

(5) 犯罪人、成年被後見人、被保佐人及び破産者の名簿に 

関すること。 

(6) 人口動態調査及び人口動向調査に関すること。 

(7) 市税、身分その他の証明に関すること。 

(8) 埋火葬の許可に関すること。 

(9) 自動車の臨時運行許可に関すること。 

(10) 庁舎案内に関すること。 

(11) 市民相談に関すること。 

(12) 人権擁護委員及び行政相談委員に関すること。 

(13) 一般旅券に関すること。 

(14) 個人番号の通知及び個人番号カードの交付に関するこ

働課まで 

 （新設） （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ ７ － 

 

改正後 改正前 

 と。 

福

祉

子

ど

も

部 

福祉課から

幼児保育課

まで 

（略） 

健

康

文

化

部 

健康推進課

及び保険医

療課 

（略） 

生涯学習ス

ポーツ課 

第１号から第１４号まで （略） 

（削る） 

 

環

境

経

済

環境政策課 （略） 

ごみ対策課 第１号から第６号まで （略） 

（削る） 

(7) （略） 

 

福

祉

子

ど

も

部 

福祉課から

幼児保育課

まで 

（略） 

健

康

文

化

部 

健康推進課

及び保険医

療課 

（略） 

生涯学習ス

ポーツ課 

第１号から第１４号まで （略） 

(15) 有料公園施設（知多運動公園を除く。）の利用に 

係る許可書の発行及び収納に関すること。 

環

境

経

済

環境政策課 （略） 

ごみ対策課 第１号から第６号まで （略） 

(7) 清掃センターに関すること。 

(8) （略） 



－ ８ － 

 

改正後 改正前 

部 (8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

商工振興課

及び農業振

興課 

（略） 

都

市

整

備

部 

都市計画課 （略） 

土木課 第１号から第７号まで （略） 

（削る） 

(8) （略） 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

緑と花の推第１号から第７号まで （略） 

部 (9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

商工振興課

及び農業振

興課 

（略） 

都

市

整

備

部 

都市計画課 （略） 

土木課 第１号から第７号まで （略） 

(8) 土木専門委員に関すること。 

(9) （略） 

(10) （略） 

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

(14) （略） 

緑と花の推第１号から第７号まで （略） 



－ ９ － 

 

改正後 改正前 

進課 （削る） 

下水道課 （略） 
 

進課 (8) 公園管理事務所に関すること。 

下水道課 （略） 
 

備考 福祉子ども部の部幼児保育課の項第８号及び第９号並びに健康

文化部の部生涯学習スポーツ課の項各号は、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１８０条の７の規定による教育委員会からの補

助執行事務である。 

 備考 

１ 福祉子ども部の部幼児保育課の項第８号及び第９号並びに健康

文化部の部生涯学習スポーツ課の項第１号から第１４号までは、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の７の規定に

よる教育委員会からの補助執行事務である。 

（削る） ２ 環境経済部の部ごみ対策課の項第７号に規定する清掃センター

の位置は、知多市北浜町１１番地の４とする。 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

室 分掌事務 

新庁舎整備室 新庁舎の整備及び開庁準備に関すること。 
 

室 分掌事務 

新庁舎建設室 新庁舎の整備に関すること。 
 

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係） 

機関 分掌事務 

まちづくりセ

ンターから消

（略） 

機関 分掌事務 

まちづくりセ

ンターから消

（略） 



－ １０ － 

 

改正後 改正前 

費生活センタ

ーまで 

（削る） （削る） 

 

 

 

 

 

 
 

費生活センタ

ーまで 

公園管理事務

所 

(1) 公園及び緑地の維持管理に関すること。 

(2) 有料公園施設（知多運動公園を除く。）の管理及び 

運営に関すること。 

(3) 屋外体育施設及び学校屋外体育施設夜間照明設備の 

利用に係る許可書の発行及び収納に関すること。 

(4) 知多運動公園及び市民体育館の予約業務に関するこ 

と。 
 

備考 まちづくりセンターの項第２号、中部公民館の項各号及び歴史

民俗博物館の項各号は、地方自治法第１８０条の７の規定による教

育委員会からの補助執行事務である。 

備考 まちづくりセンターの項第２号、中部公民館の項各号、歴史民

俗博物館の項各号及び公園管理事務所の項第３号は、地方自治法第

１８０条の７の規定による教育委員会からの補助執行事務である。 

 

 


